
青
森
県
規
則
第

号

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
八
月
青
森
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
本
人
確
認
情
報
等
の
開
示
請
求
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
条

の
三
十
二
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書
」
を
「
本
人

確
認
情
報
（
附
票
本
人
確
認
情
報
）
開
示
請
求
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
イ
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
本
人
確
認
情
報
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十

条
の
三
十
二
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
、
「
本
人
確
認
情
報
」
の
下
に
「
又
は
附
票
本
人
確
認
情
報
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
本
人
確
認
情
報
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十

条
の
三
十
五
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

」
を
加
え
、
「
の
全
部
」
を
「
又
は
附
票
本
人
確
認
情
報
の
全
部
」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
訂
正
等

申
出
書
」
を
「
本
人
確
認
情
報
（
附
票
本
人
確
認
情
報
）
訂
正
等
申
出
書
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「本

人
確
認
情
報
開
示
請
求
書

」
を
「本

人
確
認
情
報

（附
票
本
人
確
認
情
報

）
開
示
請
求
書

」
に
改
め
、
「住

民
基
本
台
帳
法

」
の
次
に
「
（法

第
３
０
条
の
４
４
の
１
３
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法

）
」
を
加
え
、
「本

人
確
認
情
報
の

」
を
「本

人
確
認
情
報

（附
票

本
人
確
認
情
報

）の

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中
「運

転
免
許
証
等

」
を
「個

人
番
号
カ

ード

等

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「本

人
確
認
情
報
訂
正
等
申
出
書

」
を
「本

人
確
認
情
報

（附
票
本
人
確
認
情
報

）訂
正
等
申
出
書

」
に
改
め
、
「住

民
基
本
台
帳
法

」
の
次
に
「
（法

第
３
０
条
の
４
４
の
１
３
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）
」
を
加
え
、
同
様
式
の
注
の
２
中
「運

転
免
許
証
等

」
を
「個

人
番
号
カ

ード
等

」
に
改
め
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


